
 

大野町外国語指導助手派遣事業仕様書 
 

１ 目的                                      

   町内の学校教育におけるグローバル人材の育成のため、外国語指導助手（以下「ＡＬ 

Ｔ」という。）を町内小中学校へ派遣し、日常会話や、コミュニケーションの機会を多 

く与えることで、英語力のスキルアップを図り、将来子ども達が、異文化への理解を深 

め、コミュニケーション能力を高めることを目的とする。 

    

２ 業務内容                                    

 （派遣元の業務） 

①派遣場所へのＡＬＴ派遣 

  ②上記の業務を円滑に履行するために必要な以下の業務 

・教育委員会、学校、ＡＬＴと連絡調整をする担当者の配置 

・ＡＬＴに対する学習指導要領に基づく指導カリキュラム等の理解、その他業務遂行 

に必要となる研修の実施 

・学校へのアンケートの実施 

・ＡＬＴに関わる学校からの要望や苦情等への対応 

・ＡＬＴの勤務管理及び欠勤・遅刻等がある場合の町または学校への事前報告 

・ＡＬＴの通勤途中での交通事故等、事故災害への対応 

・ＡＬＴが学校等の規律、施設管理上の規則等を遵守するための適切な措置 

・ＡＬＴへの指導方法等の助言及び研修、教材や教具の提供及び教材作成支援 

・労働者派遣法により派遣元に義務付けられている諸手続き 

・定期的な訪問指導による業務遂行業況の把握および評価の実施 

  ③学習指導要領外国語編に基づく年間指導計画、学習指導案等、授業計画作成時におけ 

る派遣先（以下「町」という。）への情報提供、企画提案を行う。 

④生徒を対象として、海外の学校の同世代の生徒とオンライン等を通じて英語教育コ 

ミュニケーションを行う機会を設ける。 

⑤教員、児童生徒を対象とした国際理解教育に関する研修や授業等を行う。 

  ⑥町や学校の広報紙、ホームページ、研究会報へ記事を提供する。 

  ⑦各種、町が必要とした書類を提出する。 

 

（ＡＬＴの業務） 

  ①英語科の指導における、帯活動、モデルの提示、音読、対話練習、言語活動、評価の 

補助を行う（生徒が参加するスピーチコンテスト等も同様とする）。 

  ②英語科の指導において使用する教材の研究、作成、提供及び聞き取りテストの作成、 



スピーキングテストの補助を行う。 

  ③授業の反省、分析、評価及び児童生徒の評価への参加と情報提供及び学習指導に関す 

るノウハウを提供する。 

  ④児童生徒に応じた多様な授業の展開を教員と連携し、効果的に行うため、打ち合わせ 

及び確認作業を行う。 

  ⑤学校の主催する文化行事、体育行事や学校が計画した教育課程における活動につい 

ては、積極的に参加協力する。 

  ⑥町や教育委員会、派遣元が主催、後援する教員研修会や会議等に参加する。 

⑦学校が計画した教育課程における活動に参加、協力する。 

  ⑧上記に掲げるもののほか、町と派遣元が合意した業務を実施する。 

 

３ 契約期間及び派遣期間                              

   契約期間及び派遣期間は令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

  

４ 派遣日、派遣時間、休憩時間                           

  ⑴ 派遣は、原則として月曜日から金曜日までとする。 

ただし、学校行事等の関係で事前に双方の合意がある場合は、土曜日及び日曜日並び 

に国民の祝日に関する法律に規定する休日を派遣日とすることができる。 

⑵ 夏季休業期間、冬季休業期間、年度始め、年度終わりの休業期間については、原則 

として学校への訪問指導は行わないこととする。 

ただし、学校行事、町の行事等の関係で事前に双方の合意がある場合は、派遣日とす 

ることができる。 

  ⑶ ＡＬＴの派遣時間は、午前８時３０分から午後４時３０分までを基本とする。 

⑷ ＡＬＴの休憩時間は、1日当たり６０分以内とする。 

⑸ ＡＬＴが病気等の都合により派遣できない場合は、町と派遣元で調整の上、振替、 

代替講師の派遣等の措置をとる 

  ⑹ 派遣日等は、町と派遣元で調整して決定する。なお、町は、所定の手続きにより予 

定した派遣日及び派遣時間を変更することができる。 

 

５ 派遣場所                                    

  大野町内の小学校６校、中学校２校および分校（計９校） 

 

６ 派遣人数                                    

  ５名  

 

 



７ ＡＬＴの担当校                                 

 ・小学校に２名、中学校に３名担当することを原則とする。 

 ・小学校については、ＡＬＴは複数の学校を担当することを基本とする。 

・中学校については、大野中学校に２名、揖東中学校に１名を専任として担当することを 

基本とする。 

・大野中学校に派遣されたＡＬＴについて、週１回、分校と大野中学校への移動および派 

遣がある。 

 ・病気その他の理由により、業務の遂行が困難になったときは、町の承諾を得てＡＬＴ 

の変更をすることができる。 

  

８ ＡＬＴの変更                                  

  町は、派遣されたＡＬＴに派遣場所において問題が生じ、業務実施に支障を生じている 

と判断した場合は、派遣元にその理由を示し、ＡＬＴの変更を求めることができる。 

 

９ ＡＬＴの勤務条件                                

 ⑴ 英語を母国語とし、大学以上の教育機関を卒業した者で、適切なビザにより日本に入 

国された者であること。 

 ⑵ 日本での労働に適したビザを持ち、刑罰等の執行猶予を受けていない者であること。 

 ⑶ ＡＬＴとして日本の小中学校で十分な経験を積んだ者。または、それに相当するＡＬ 

Ｔとして十分に研修を受けた者であること。 

 ⑷ 日常会話程度の日本語を話し、教員との打ち合わせができる者であること。 

 ⑸ 授業内容については、小中学校よりＡＬＴに事前に通知し、教材研究をして授業に 

臨むようにすること。 

 ⑹ 学校教育に積極的に取り組み、児童生徒とも進んで関わることができる者であるこ

と。 

 ⑺ 心身ともに健康で、協調性もある者であること。 

⑻ ＡＬＴが学校給食を希望した場合は、派遣元の負担とすること。 

 ⑼ 学校訪問に係る移動は、派遣元の責任において遂行し、また、それに係わる交通費 

は、派遣元の負担とすること。 

⑽ 小中学校への巡回訪問は、訪問日程表に基づき実施する。ただし、日程を変更する 

場合は、協議のうえ決定すること。 

 ⑾ 日本の小中学校の指導者としてふさわしい態度及び服装等を理解し実行できる者で 

あること。 

 ⑿ 年に 1度、定期健康診断を受けている者であること。 

 

 



10 派遣事業に係る遵守事項                                      

 派遣元およびＡＬＴは以下の事項ついて遵守すること。 

 ・職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に従わなければならない。 

 ・語学指導等を行う事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 

 ・勤務時間および職務上の注意力のすべてをその職務遂行に用いらなければならない。 

 ・職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。離職した後も、また 

同様とする。 

 ・勤務中において、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。 

 ・当該業務の遂行に関連する全ての法令を遵守すること。 

 

11 派遣料の支払い方法                               

 ⑴ 派遣料の支払いは４半期ごと（6月,9月,12月,3月）の２０回払いとし、１回の支払 

額は、契約金額を２０回で原則均等に分割した額を履行の翌月に派遣元からの請求に 

より支払うものとする。 

 ⑵ 経済事情に著しい変化が生じた場合には、両者協議のうえ、派遣料金を変更（契約変 

更）することができる。 

 ⑶ 町は、契約に基づき請求書を受領した日から起算して３０日以内に派遣元に支払う 

ものとする。 

 

12 損害賠償                                    

 ⑴ 業務の遂行及び通勤途上で起きた事故において損害が生じた場合は、町及び教育委 

員会は一切の責任を負わないものとする。 

 ⑵ 派遣元もしくはＡＬＴの帰するべき事由により、町及び教育委員会又は第三者に与 

えた損害については、派遣元は、その損害を賠償しなければならない。 

 ⑶ 派遣元が私的独占の禁止又は、公正取引の確保に関する法律に違反し、不当な利益を 

得たことが判明したときは、派遣元は当該違反により生じた損害を賠償しなければな 

らない。 

 

13 提出書類                                    

 派遣元は下記の書類を町へ提出すること 

 ①着手届（派遣開始後速やかに） 

 ②派遣先通知書（派遣開始前までに） 

 ③ＡＬＴのプロフィール（氏名、国籍、経歴等）（年度ごとの派遣開始前までに） 

 ④ＡＬＴの年間派遣計画表（派遣開始前までに） 

 ⑤月別実施報告書（学校より提出される就業状況報告書を取りまとめ、毎月１０日までに） 

⑥部分完了届（４半期ごとに） 



 ⑦年度業務完了報告書、業務完了届 

  （年度業務完了報告書は、勤務先およびＡＬＴごとの月別勤務日数、年度合計の勤務日 

数及びその他必要な事項を記載し、当該年度末日の３月３１日までに） 

 ⑧労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の保護等に関する法律 

及び同法施工令等、関係法令で定められた書類（随時） 

 

14 著作権の保護                                  

  本業務を履行する場所にて使用する著作権をもつ教材、資料を互いに相手方からの書 

面による許可なしに、他の目的に流用すること及び第三者に渡すことをしてはならない。 

 

15 その他                                     

 ⑴ 法律に基づく保険等の雇用者義務並びにＡＬＴの手当金は派遣元の負担とする。 

 ⑵ ＡＬＴの日本での労働に適したビザの申請に関して、派遣元が適切な指導および確 

認を行う。 

 ⑶ 細部の運営については学校長の指示によること。 

 ⑷ この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、町と派遣元で協議して定め

る。 


